
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 
昭和46年 5月26日 法律 第70号

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 
平成23年 3月31日 法律 第3号

改正前 改正後
- 本則-
施行日：平成23年 4月 1日
（定義）
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本
法（平成五年法律第九十一号）第二条第三項に
規定する公害をいう。
２ この法律において「公害防止計画」とは、環境
基本法第十七条第三項の規定による環境大臣の
同意を得た公害防止計画をいう。
３ この法律において「公害防止対策事業」とは、
国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて
実施する事業その他公害の防止のための事業で
次に掲げるものをいう。
一 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第
二条第二号に規定する下水道の設置又は改築
の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水
道で特定の事業者の事業活動に主として利
用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第二条第五号に規定する都市下水
路の設置又は改築の事業（ 汚でいその他公
害の原因となる物質の たい積を排除する目
的を あわせ有して実施されるものに限
る。）
ハ 下水道法第二条第六号に規定する終末処理
場の設置又は改築の事業（イに掲げるもの
を除く。）

二 工場又は事業場が設置されており、又は設置
されることが確実である地域の周辺の地域に
おいて実施される緑地その他これに類する政
令で定める施設の設置の事業
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四
十五年法律第百三十七号）第二条第一項に規
定する廃棄物の処理施設の設置の事業
四 公立の義務教育諸学校（小学校、中学校（中
等教育学校の前期課程を含む。）又は特別支
援学校の小学部若しくは中学部をいう。）の
移転又は施設整備の事業で、公害による被害
を防止し、又は軽減するために実施されるも
の
五 汚でいその他公害の原因となる物質が たい積
し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港
湾その他の公共の用に供される水域において
実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他
政令で定める事業
六 公害の原因となる物質により被害が生じてい
る農用地又は農業用施設について実施される

（定義）
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本
法（平成五年法律第九十一号）第二条第三項に
規定する公害をいう。
２ この法律において「公害防止計画」とは、環境
基本法第十七条第三項の規定による環境大臣の
同意を得た公害防止計画をいう。
３ この法律において「公害防止対策事業」とは、
国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて
実施する事業その他公害の防止のための事業で
次に掲げるものをいう。
一 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第
二条第二号に規定する下水道の設置又は改築
の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水
道で特定の事業者の事業活動に主として利
用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第二条第五号に規定する都市下水
路の設置又は改築の事業（ 汚泥その他公害
の原因となる物質の 堆積を排除する目的を
併せ有して実施されるものに限る。）
ハ 下水道法第二条第六号に規定する終末処理
場の設置又は改築の事業（イに掲げるもの
を除く。）

◆削除◆
◆削除◆
◆削除◆
二 汚泥その他公害の原因となる物質が 堆積し、
又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾そ
の他の公共の用に供される水域において実施
されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令
で定める事業
三 公害の原因となる物質により被害が生じてい
る農用地又は農業用施設について実施される
客土事業、施設改築事業その他政令で定める
土地改良事業
四 ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措
置法（平成十一年法律第百五号）第二条第一
項に規定するダイオキシン類をいう。以下同
じ。）により土壌が汚染されている土地につ
いて実施される客土事業その他政令で定める
ダイオキシン類による汚染の防止又はその除
去等の事業
◆削除◆
◆削除◆
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客土事業、施設改築事業その他政令で定める
土地改良事業
七 ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措
置法（平成十一年法律第百五号）第二条第一
項に規定するダイオキシン類をいう。以下同
じ。）により土壌が汚染されている土地につ
いて実施される客土事業その他政令で定める
ダイオキシン類による汚染の防止又はその除
去等の事業
八 公害の状況を 把（ は） 握し、及び公害の防
止のための規制の措置を適正に実施するため
に必要な監視、測定、試験又は検査に係る施
設及び設備の整備の事業
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事
業

- 本則-
施行日：平成23年 4月 1日
（公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割
合の特例等）
第三条 地方公共団体が公害防止計画に基づいて実
施する公害防止対策事業（政令で定める事業を
除く。以下この条において同じ。）に係る経費
については、他の法令の規定にかかわらず、国
は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分
に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又
は補助の割合（以下「国の負担割合」とい
う。）により、その一部を負担し又は補助する
ものとする。国が公害防止計画において定めら
れた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金
を課して行なう場合における当該公害防止対策
事業に係る経費に対する国の負担割合について
も、同様とする。
２ 前項の場合において、公害防止対策事業に係る
経費につき適用される他の法令の規定による国
の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえ
るときは、当該公害防止対策事業に係る経費に
対する国の負担割合については、同項の規定に
かかわらず、当該他の法令の定めるところによ
る。
３ 国は、地方公共団体が公害防止計画に基づいて
実施する公害防止対策事業に係る経費に充てる
ため政令で定める交付金を交付する場合におい
ては、政令で定めるところにより、当該経費に
ついて第一項の規定を適用したとするならば国
が負担し、又は補助することとなる割合を参酌
して、当該交付金の額を算定するものとする。
４ 第一項の規定は、公害防止計画が定められてい
ない地域において実施される公害防止対策事業
で 第二条第三項第五号から第八号までに掲げる
もののうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣
と協議して指定するものに係る経費に対する国
の負担又は補助についても、適用する。

（公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割
合の特例等）
第三条 地方公共団体が公害防止計画に基づいて実
施する公害防止対策事業（政令で定める事業を
除く。以下この条において同じ。）に係る経費
については、他の法令の規定にかかわらず、国
は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分
に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又
は補助の割合（以下「国の負担割合」とい
う。）により、その一部を負担し又は補助する
ものとする。国が公害防止計画において定めら
れた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金
を課して行なう場合における当該公害防止対策
事業に係る経費に対する国の負担割合について
も、同様とする。
２ 前項の場合において、公害防止対策事業に係る
経費につき適用される他の法令の規定による国
の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえ
るときは、当該公害防止対策事業に係る経費に
対する国の負担割合については、同項の規定に
かかわらず、当該他の法令の定めるところによ
る。
３ 国は、地方公共団体が公害防止計画に基づいて
実施する公害防止対策事業に係る経費に充てる
ため政令で定める交付金を交付する場合におい
ては、政令で定めるところにより、当該経費に
ついて第一項の規定を適用したとするならば国
が負担し、又は補助することとなる割合を参酌
して、当該交付金の額を算定するものとする。
４ 第一項の規定は、公害防止計画が定められてい
ない地域において実施される公害防止対策事業
で 前条第三項第二号から第四号までに掲げるも
ののうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と
協議して指定するものに係る経費に対する国の
負担又は補助についても、適用する。

- その他-
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施行日：平成23年 4月 1日
別表 （第三条関係）
事 業 の 区 分 国の負担割合

第二条第三項第一号の
下水道の設置又は改築
の事業

二分の一

第二条第三項第二号の
緑地その他これに類す
る政令で定める施設の
設置の事業

二分の一

第二条第三項第三号の
廃棄物の処理施設の設
置の事業

一 平成十八年三月三十
一日までに定められた
公害防止計画に基づく
事業 二分の一 
二 平成十八年四月一日
以降に定められた公害
防止計画に基づく事業
二分の一以内で政令で
定める割合

第二条第三項第四号の
公立の義務教育諸学校
の移転又は施設整備の
事業

二分の一以上十分の
五・五以内の範囲で政
令で定める割合

第二条第三項第五号の
しゆんせつ事業、導水
事業その他政令で定め
る事業

二分の一

第二条第三項第六号の
客土事業、施設改築事
業その他政令で定める
土地改良事業

二分の一以上十分の
五・五以内の範囲で政
令で定める割合

第二条第三項第七号の
客土事業その他政令で
定めるダイオキシン類
による汚染の防止又は
その除去等の事業

二分の一以上十分の
五・五以内の範囲で政
令で定める割合

第二条第三項第八号の
監視、測定、試験又は
検査に係る施設及び設
備の整備の事業

二分の一

第二条第三項第九号の
政令で定める事業

政令で定める割合

別表 （第三条関係）
事 業 の 区 分 国の負担割合

第二条第三項第一号の下水道
の設置又は改築の事業

二分の一

第二条第三項第二号のしゆん
せつ事業、導水事業その他政
令で定める事業

二分の一

第二条第三項第三号の客土事
業、施設改築事業その他政令
で定める土地改良事業

二分の一以上十
分の五・五以内
の範囲で政令で
定める割合

第二条第三項第四号の客土事
業その他政令で定めるダイオ
キシン類による汚染の防止又
はその除去等の事業

二分の一以上十
分の五・五以内
の範囲で政令で
定める割合

- 附則-
施行日：平成23年 3月31日
（施行期日等）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ
し、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月
一日から施行する。

（施行期日等）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ
し、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月
一日から施行する。
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２ この法律は、 平成二十三年三月三十一日限り、
その効力を失う。ただし、公害防止計画に基づ
く公害防止対策事業及び第三条第四項の規定に
より総務大臣が指定した公害防止対策事業に係
る経費のうち 、平成二十二年度までの予算に係
るもので平成二十三年度以降に繰り越されるも
のについては、この法律の規定は、同日後にお
いても、なおその効力を有する。

２ この法律は、 平成三十三年三月三十一日限り、
その効力を失う。ただし、公害防止計画に基づ
く公害防止対策事業及び第三条第四項の規定に
より総務大臣が指定した公害防止対策事業に係
る経費のうち 平成三十二年度までの予算に係る
もので平成三十三年度以降に繰り越されるもの
についてはこの法律の規定、公害防止対策事業
で同条の規定の適用を受けるもの並びに公害防
止計画に基づいて実施される下水道法第二条第
三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規
定する流域下水道（同号イに該当するものに限
る。）の設置及び改築の事業について必要な経
費の財源に充てるため起こした地方債であつて
平成三十二年度以前の年度に発行について同意
又は許可を得たものについては第五条の規定
は、同日後においても、なおその効力を有す
る。

- 改正法･附則・題名- ～ 平成23年 3月31日 法律 第3号～
施行日：平成23年 3月31日
◆追加◆ 附 則（平成二三・三・三一法三）抄

- 改正法･附則- ～ 平成23年 3月31日 法律 第3号～
施行日：平成23年 3月31日
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施
行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定
は、公布の日から施行する。

- 改正法･附則- ～ 平成23年 3月31日 法律 第3号～
施行日：平成23年 3月31日
◆追加◆ （経過措置）

第二条 この法律による改正前の公害の防止に関す
る事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律（以下「旧法」という。）第二条第三項第二
号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる
公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二
年度までの予算に係るもので平成二十三年度以
降に繰り越されたものについては旧法の規定、
同項第二号から第四号まで、第八号及び第九号
に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定
の適用を受けるものについて必要な経費の財源
に充てるため起こした地方債であって平成二十
二年度以前の年度に発行について同意又は許可
を得たものについては旧法第五条の規定は、な
おその効力を有する。
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